
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
提
出

質

問
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一
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政
治
資
金
規
正
法
改
正
に
向
け
た
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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政
治
資
金
規
正
法
改
正
に
向
け
た
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
二
月
九
日
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
同
月
八
日
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
は
、
秘
書
等
の
会
計
責
任
者
が
政
治
資

金
収
支
報
告
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
場
合
、
議
員
本
人
の
公
民
権
を
停
止
す
る
等
の
罰
則
を
強
化
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い

る
、
政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
に
つ
い
て
「
政
治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
揺
ら
ぐ
の
は
大
変
マ
イ
ナ
ス
だ
。
政
治
資
金
問
題

に
厳
し
く
対
処
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
で
き
れ
ば
通
常
国
会
中
に
仕
上
げ
た
方
が
い
い
」
と
述
べ
、
そ
の
実
現
に
意
欲
を
示

し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

政
治
資
金
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
得
る
に
は
、
前
文
で
挙
げ
た
罰
則
強
化
に
加
え
、
企
業
・
団
体
献
金
を
禁
止
す
る
こ

と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
あ
る
企
業
経
営
者
が
あ
る
政
党
に
対
し
、
企
業
と
し
て
の
収
益
は
別
と
し

て
善
意
で
献
金
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
企
業
の
株
主
か
ら
は
、
採
算
を
度
外
視
し
た
株
主
に
対
す
る
背
信
行
為
で
あ
る
と
非

難
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
企
業
の
経
営
に
資
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
献
金
を
行
え
ば
、
収
賄
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
右
に
鑑
み
る
と
、
企
業
・
団
体
献
金
は
、
そ
の
あ
り
方
が
そ
も
そ
も
不
透
明
で
、
誤
解
を
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ

り
、
政
治
資
金
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
取
り
戻
す
に
は
、
右
を
禁
止
す
る
し
か
な
い
と
考
え
る
が
、
鳩
山
総
理
の
見
解
如

何
。

一



二

政
党
助
成
金
は
、
企
業
・
団
体
献
金
を
将
来
的
に
な
く
す
と
の
趣
旨
の
下
、
一
九
九
四
年
に
導
入
さ
れ
た
と
承
知
す
る

が
、
現
在
も
企
業
・
団
体
献
金
は
続
け
ら
れ
て
お
り
、
同
時
に
政
党
に
対
し
て
国
民
一
人
当
た
り
年
間
で
約
二
百
五
十
円
に

な
る
政
党
助
成
金
の
交
付
も
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
導
入
当
初
の
趣
旨
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
企
業
・
団
体
献
金
を
即
刻
禁

止
す
る
、
ま
た
は
、
禁
止
す
る
ま
で
政
党
助
成
金
の
交
付
を
凍
結
す
る
と
い
う
措
置
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
鳩
山
総

理
の
見
解
如
何
。

三

政
治
と
金
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
こ
れ
だ
け
国
民
の
間
に
根
強
い
不
信
感
が
あ
る
現
況
を
鑑
み
る
時
、
一
と
二
で
触
れ
た
政

治
資
金
規
正
法
の
改
正
、
政
治
資
金
制
度
の
改
革
は
、
第
一
七
四
回
通
常
国
会
で
必
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
喫
緊
の
課

題
で
あ
り
、
一
刻
も
早
く
、
政
治
資
金
は
個
人
献
金
と
パ
ー
テ
ィ
ー
券
収
入
の
み
と
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
。
行
政
の
最
高
責
任
者
と
し
て
、
ま
た
民
主
党
代
表
と
し
て
、
鳩
山
総
理
は
右
を
行
う
覚
悟
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


